
食品中の
放射性物質対策 水産物の調査の考え方
○調査対象魚種の拡大や調査頻度の増加など調査を強化
・50ベクレル/kgを超えたことのある魚種や主要水産物を中心に調査
・近隣県の調査結果を参考

沿岸性魚種等
（例：コウナゴ、ス
ズキ、カレイ等）

水揚げや漁業管理の実態、漁期等を考慮し、県沖を区域に
分け、主要水揚港で検体採取。表層、中層、底層等の生息域
を考慮して調査。

回遊性魚種
（例：カツオ、イワ
シ・サバ類、サン
マ等）

回遊の状況等を考慮して、漁場を千葉県から青森県の各県
沖で区分（県境の正東線で区分）し、区域毎の主要水揚港で
検体採取。

内水面魚種
（例：ヤマメ・ワカサ
ギ・アユ等）

漁業権の範囲等を考慮して県域を適切な区域に分け、主要
区域で検体採取。
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食品中の
放射性物質対策

農林水産省

水産物の検査結果（福島県：27,283点）

基準値を超える割合が当初53.0％だったが、現在では0.3％まで低下

（注）平成23年3月24日～平成27年1月31日までの検査結果を水産庁にて集計。
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総検体数：27,283検体
100ベクレル/kg超の検体数： 2,438検体
100ベクレル/kg以下の検体数：24,845検体
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